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都における新型コロナウイルス感染症に係る職域接種 

を踏まえた工事及び設計等業務の対応について 

「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の

対応について」注１（令和３年４月26日付３財建技第50号。以下「令和３年４月26日通知」とい

う。）を通知し適切な対応をお願いしているところです。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、国において新型コロナワクチンの職域接

種を令和３年６月21日から開始することが可能とされ、同年６月８日に職域接種の国への申請受

付が開始されたところです。これらを踏まえ、国土交通省より別紙「新型コロナウイルス感染症に

係る職域接種を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年６月８日付事務連絡）の通知が

ありました。 

このことから、下記のとおり対応をお願いいたします。 

記

１ 受注者から職域接種に伴う一時中止措置等の希望がある場合の対応 

工事又は測量・調査・設計等の業務（以下「工事等」という。）の一時中止措置等の対応につい

ては、「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言解除（令和３年３月21日）を踏

まえた工事及び設計業務等の対応について」（令和３年３月22日付２財建技第314号。以下「令和

３年３月22日通知」という。）注２及び「東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策ガイドライン（令和２年６月25日版）」注３（以下「都のガイドライン」という。）による

こととしているが、受注者から職域接種に伴う一時中止措置等の希望がある場合には、「都におけ

る新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の対応について」

注４（令和２年４月８日付２財建技第15号。以下「令和２年４月８日通知」という。）の１と同様の

対応を行うこと。なお、一時中止の期間は適切に設定する。 

殿



注１）「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の対

応について」（令和３年４月26日付３財建技第50号） 

https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/files/covid-19/covid-19_39.pdf

注２）「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言解除（令和３年３月21日）を踏ま

えた工事及び設計業務等の対応について」（令和３年３月22日付２財建技第314号） 

https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/files/covid-19/covid-19_36.pdf

注３）東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン 

（令和２年６月25日版） 

http://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/files/covid-19/covid-19_27.pdf

注４）「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の対

応について」（令和２年４月８日付２財建技第15号） 

http://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/files/covid-19/covid-19_16.pdf 
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